
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
二
〇
号

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
原
住
民
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

二

二

〇

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
原
住
民
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
に
お
い
て
、「
原
住
民
」
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
規
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
六
年
条
約
第
二
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
「
原
住
民

で
あ
る
者
」
及
び
「
原
住
民
で
あ
る
児
童
」
に
つ
い
て
の
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
表
記
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「persons

of
indigenous

origin
」
及
び
「a

child

…w
ho

is
indigenous

」
、
「des

personnes
d'origine

autochtone

」
及
び
「un
enfant

autochtone

」
並
び
に
「л

и
ц
а
и
з
ч
и
с
л
а
к
о
р
е
н
н
о
го
н
а
с
е
л
е
н
и
я

」
及
び

「р
е
б
е
н
к
у
,п
р
и
н
а
д
л
е
ж
а
щ
е
м
у
к

…к
о
р
е
н
н
о
м
у
н
а
с
е
л
е
н
и
ю

」
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

条
約
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
が
作
成
し
て
い
る
。
条
約
第
三
十
条
に
お
い
て
、
「
原
住
民
」
と
い
う
訳
語
を
用
い

た
こ
と
は
適
切
と
考
え
て
い
る
。


